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平成20年12月３日 

 

各   位 

 

会 社 名 ：ユ ニ パ ル ス  株 式 会 社

代表者名：代 表 取 締 役 会 長 吉 本  喬 美

        （ｺｰﾄﾞ番号 68 42  東証第二部）

問合せ先： 常務取締役経営統括本部長  和田 倫幸 

   （T E L：0 3 - 5 1 4 8 - 3 0 0 0）

 

株式会社ナノテックス株券等に対する公開買付けの結果 

及び子会社の異動に関するお知らせ 
 

 

ユニパルス株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成20年10月14日開催の取

締役会において、株式会社ナノテックス（以下「対象者」といいます。）が発行する全ての普通株式及び新

株予約権（平成18年４月21日開催の対象者取締役会の決議及び平成18年５月９日開催の対象者臨時株主

総会に基づき発行された第２回新株予約権。以下「本新株予約権」といいます。）を対象として、公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始を決議し、10月15日から実施しておりましたが、当該公

開買付けが12月２日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせ

いたします。 

また、本公開買付けの結果、対象者は、平成20年12月10日（決済開始日）付で当社の連結子会社とな

る予定ですので、子会社の異動について併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地 

ユニパルス株式会社 東京都中央区銀座七丁目16番３号 

 

（２）対象者の名称 

株式会社ナノテックス 

 

（３）買付け等に係る株券等の種類 

①普通株式 

②平成 18 年４月 21 日開催の取締役会及び平成 18 年５月９日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行

された第２回新株予約権 

 

（４）買付予定の株券等の数 

① 株式に換算した買付予定数 15,279株 

② 株式に換算した超過予定数 －株 

（注１）株式に換算した応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」（15,279株。以下「買付予定

数」といいます。）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。株式に換算

した応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注２）金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に
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定められた買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）末日までに本新株予約権の行使

により発行等した又は発行等される可能性のある対象者株式も本公開買付けの対象としておりま

す。 

（注３）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注４）本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の数の最大の数（以下「最大買付株式

数」といいます。）は、対象者の平成20年６月期（第７期）有価証券報告書（平成20年９月26

日提出）に記載された数値を基準とすると平成20年６月30日現在の発行済株式総数（23,120

株）から、本公開買付けにおいて取得する予定のない同日現在の対象者が保有する自己株式数

（834株）及び本日現在において公開買付者が保有する株式数（１株）を控除し、本新株予約権の

行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者株式の最大数（630株）を加えた株式

数（22,915株）となります。 
 

（５）買付け等の期間 

平成20年10月15日（水曜日）から平成20年12月２日（火曜日）まで（33営業日） 

 

（６）買付け等の価格 

①普通株式 １株につき金26,000円 

②本新株予約権 １個につき金１円 

 

２．買付け等の結果 

（１）応募の状況 

株券等種類 
株式に換算した

買 付 予 定 数

株式に換算した

超 過 予 定 数

株式に換算した 

応 募 数 

株式に換算した

買 付 数

株 券 15,279株 －株 20,645株 20,645株

新 株 予 約 権 証 券 630株 －株 －株 －株

新株予約権付社債券 －株 －株 －株 －株

株 券 等 預 託 証 券

(    ) 
－株 －株 －株 －株

合 計 15,279株 －株 20,645株 20,645株

 

（２）公開買付けの成否 

株式に換算した応募株券等の総数（20,645 株）が買付予定数（15,279 株）以上となりましたので、

公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 
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（３）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
１個

（買付け等前における株券等所有割合 

0.00％） 

買付け等前における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
０個

（買付け等前における株券等所有割合 

0.00％） 

買付け等後における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
20,646個

（買付け等後における株券等所有割合 

92.64％） 

買付け等後における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
０個

（買付け等後における株券等所有割合 

0.00％） 

対象者の総株主の議決権の数 22,286個

（注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の第８期第１四半期報告書（提出日：平成20年11

月14日）に記載された平成20年６月30日現在の総株主の議決権の数です。 

（注２） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点

以下第三位を四捨五入しています。 

 

（４）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

（５）買付け等に要する資金   

537百万円（「買付け等に要する資金」は、百万円未満を四捨五入しています。） 

 

（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

大和証券エスエムビーシー株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

大和証券株式会社           東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日      平成20年12月10日（水曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を、本公開買付けに係る株券

等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主等」といいま

す。）の住所又は所在地（外国の居住者である株主等（法人の株主等を含みます。以下「外国人株主

等」といいます。）の場合はその常任代理人の住所）宛てに郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示によ

り、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外国人株主等の場合

はその常任代理人の住所）の指示した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付を

した各本店又は全国各支店にてお支払いたします。 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

当社は、本公開買付けにより対象者の発行済株式の全てを取得できなかったことから、対象者の完

全子会社化を実現するため、本公開買付け終了後に、対象者に対し、当社を完全親会社、対象者を完

全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の方法により、対象者の発行済普通株式

の全てを取得することを予定しております。 

本株式交換により対象者株式１株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に

算定する予定ですが、本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる

対象者の株主は、法令の手続に従い、対象者に対して株式買取請求を行うことができます。この場合

の１株当たりの買取価格は、本公開買付けの買付価格及び本株式交換に際して対象者株式１株につき
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交付される金銭の額と異なる可能性があります。 

なお、当社は、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の当社による対象者

株券等の所有割合及び当社以外の対象者株主の保有状況等によって、上記方法に代えて、他の方法に

より対象者を完全子会社化する可能性があります。 

さらに、対象者の普通株式は、現在、証券会員制法人札幌証券取引所（以下「札幌証券取引所」と

いいます。）アンビシャス市場に上場しておりますが、札幌証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者

の株券が所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で同基

準に該当しない場合でも、本公開買付けの終了後に、上記記載の手続に従い、公開買付者が対象者の

発行済普通株式の全てを保有することを予定しておりますので、その場合には対象者の株券は上場廃

止となる見込みです。上場廃止後は、対象者の株式を札幌証券取引所において取引することができな

くなり、対象者の株式を売却することが困難になることが予想されます。 

 

４. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

ユニパルス株式会社 東京都中央区銀座七丁目16番３号 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号 
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Ⅱ．子会社の異動について 

 

１．異動の理由及び異動の方法 

本公開買付けの結果、平成20年12月10日（決済開始日）付で、対象者は当社の連結子会社となる予

定です。 

 

２．異動する子会社の概要 

① 商 号 株式会社ナノテックス 

② 代 表 者 代表取締役社長  嶋本 篤 

③ 所 在 地 東京都港区高輪二丁目15番19号 高輪明光ビル 

④ 設 立 年 月 2002年６月25日 

⑤ 主 な 事 業 の 内 容 精密計測事業、光計測事業、情報機器事業 

⑥ 決 算 期 ６月30日 

⑦ 従 業 員 数 21名（平成20年９月30日現在） 

⑧ 主 な 事 業 所 東京本社、長野工場 

⑨ 資 本 金 286,750千円（平成20年９月30日現在） 

⑩ 発 行 済 株 式 総 数 23,120株（平成20年９月30日現在） 

（平成20年６月30日現在） 

 

 

 

 
 

 

⑪ 

 

大 株 主 及 び 

所 有 割 合 

日本ライトン株式会社           

NISP２投資事業有限責任組合               

株式会社ジェーピーシー                  

株式会社ナノテックス                      

グロースファンド５号                      

先端技術産業創造投資事業有限責任組合    

株式会社尚光商会                         

東 良英                                  

綾部 誠                                  

玉谷 英二                                

 

30.7%

30.3%

5.2%

3.6%

2.9%

1.7% 

1.5%

1.5%

1.2%

0.8%
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平成19年６月 

（第６期） 

平成20年６月 

（第７期） 

売 上 高 774,167千円 854,845千円 

売 上 総 利 益 400,156千円 397,367千円 

営 業 利 益 125,115千円 102,046千円 

経 常 利 益 118,346千円 97,089千円 

当 期 利 益 59,048千円 46,944千円 

総 資 産 1,133,603千円 993,814千円 

純 資 産 737,108千円 746,212千円 

⑫ 

最近の事業年度にお

け る 業 績 の 動 向 
 

１株当たり配当金 500円 400円 

 

３．子会社の異動日 

平成20年12月10日（水曜日）（予定） 

 

４．今後の見通し 

平成21年９月期連結業績に与える影響は現段階では未定であります。今後確定次第ご報告いたしま

す。 

 

以上 


